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「標準給与月額」改定更新の手続きについて 

（１）８月１日時点の加入者の確認・届出入力（加入・退会等の届出）     ８月１３日（火）まで 

「標準給与月額改定更新」画面には、加入者が表示されます。８月１日時点の加入者が表示されてい

るかご確認ください。 

 

①「標準給与月額改定更新」を選択し、「実行」ボタンを押下します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②届出を行う「施設名」をプルダウンメニューか   

ら選択し、「検索」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

③検索結果画面に８月１日時点の加入者が表示されているかご確認ください。 

④８月１日時点の加入者が表示されている場合は「（２）算定基礎額の入力・保存」作業に進んでくだ

さい。 

⑤８月１日時点の施設の加入状況と一致しない（加入者が表示されない、すでに異動・退職した加入

者が表示される等）の場合は、８月１３日（火）までに届出入力（加入届等）を行ってください。

それにより、８月２０日（火）以降に加入者が表示されます。８月１３日（火）までに届出を行っ

た方については８月３１日（土）までに「（２）算定基礎額の入力・保存」作業を行ってください。 

（２）算定基礎額の入力・保存（加入者全員の算定基礎額の入力・保存）   ８月３１日（土）まで 

＜留意事項＞ 

・共済会システムの入力期間外のため、８月１４日～１９日は入力できません。 

・８月１日時点の全加入者（休職者や転出・退会予定者含む）を対象として、５～７月の平均給与月

額を「算定基礎額」の欄に入力してください。 

※給与月額には、諸手当（調整手当、地域手当、特殊業務手当、期末手当等）を一切含めません。 

※本俸が定められている加入者の場合、給与月額＝本俸額となります。 

※非常勤やパート雇用者で、雇用契約上、月の勤務日数（または勤務時間数）が定められている場

合は、それに基づいて給与月額を計算してください。月によって勤務日数（または勤務時間数）

が変わる場合は、支払額を給与月額として計算してください。 

・共済会に「休職届」を提出している場合は休職前３か月の本俸の平均額を、提出していない場合は

５～７月の平均の本俸月額を算定基礎額として入力してください。 

・入会日が７月１日・８月１日および９月１日となる新規加入者の場合、加入届で入力した算定基礎

額が自動で反映されるため入力は不要です。 

・「従事者共済会事務の手引き（２０２３年発行）」P.2-43～2-45・P. 7-3～7-6 にも留意事項を掲載

しています。あわせてご参照ください。 
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①（１）①②の手順で加入者を表示してください。 

②表示された加入者の「算定基礎額」欄に算定基礎額を入力してください。 

③算定基礎額を入力した「加入者氏名」欄の左側のチェックボックスに☑を入れ、「保存」ボタンを押

下してください。「改定更新を行いました」というメッセージが表示され、届出が完了します。 

 ※「☑全」を選択すると、全員のチェックボックスに☑を入れることができます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保存した算定基礎額は、届出期日までは 

何度でも修正することができます。 

 

（３）入力・保存したデータの内容確認 

◆下記①～③のチェックリストを出力することができます。チェックリストを出力し、届出内容（入

力・保存データ）を確認してください。 

①標準給与改定チェックリスト（全て）〔PDF 版／Excel 版〕 
全ての加入者について、出力時点の入力・保存内容が表示されます。全ての加入者の入力内容の

チェックにご活用ください（EXCEL 形式でのデータ出力も可能です）。 

②標準給与改定チェックリスト（未入力）〔PDF 版〕 
「算定基礎額」欄が空欄の加入者が表示されます。作業状況のチェックにご活用ください。 

③標準給与改定チェックリスト（等級差）〔PDF 版〕 
令和６年１０月からの等級が、改定前の等級よりも下がる加入者が表示されます。 
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